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気象警報発令等の対応について（寄宿舎） 

       

向暑の候、保護者の皆さまにはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。  

平素は、本校の教育活動にご理解、ご協力をいただき誠にありがとうございます。  

さて、標題につきまして、より効果的な避難等の行動をとるための新たな防災気象情

報の運用が気象庁において令和８年５月 29 日より開始されます。それを受けまして、

寄宿舎では子どもたちの安全確保のため、次のとおりの対応とさせていただきますので、

ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。  

 

 

【寄宿舎での対応】 

 

１ 寄宿舎で宿泊した翌朝、警報の発令等で臨時休業になった時点で、保護者

に早急に連絡をします。 

 

※ 保護者と連絡後、舎生を帰宅させます。 

※ 状況によっては、お迎えに来ていただく場合があります。 

※ 帰宅した時刻を寄宿舎にご連絡ください。 

 

２ 登校後、諸事情により一斉下校となった場合は、寄宿舎に宿泊せず、帰宅

させます。 

 

３ 翌日の登校については、学校から配付されている最新の「気象警報発令等

の扱いについて（お知らせ）」をご確認ください。 

 

 

 

問い合わせ 

大阪府立中央聴覚支援学校 寄宿舎 

TEL/FAX 06-6761-1340 


